
創業者向け広報活動支援事業にかかる補助金交付要綱 

 
 

（趣旨） 

第１条 本事業は、本要綱の定めるところにより、創業者の広告宣伝に要する経費（ホーム

ページ及び動画作成にかかる費用に限る。）について、熊谷商工会議所（以下、当所とい

う。）の本事業にかかる各年度の予算内において広報活動支援補助金（以下、補助金とい

う。）を交付することを通じて、創業者の事業活動を促進し熊谷市の商工業振興および活性

化を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 事業を営んでいない個人であって、新たに事業を開始したもの、または、１か月以内に

新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの（個人創業者） 

⑵ 事業を営んでいない個人であって、新たな会社を設立し、かつ、当該新会社が事業を開

始したもの、または、２か月以内に新たな会社を設立し、かつ、当該新会社が事業を開

始する具体的な計画を有するもの（会社創業者） 

⑶ 会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな会社を設立

し、当該新会社が事業を開始したもの、または、新たな会社を設立し、かつ、当該新た

に設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの（会社第二創業者） 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、創業者であって、次の各号のいずれにも該当する

ものとする。 

⑴ 当所の所管エリア内に事業所（仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないもの

を除く。）を設置している、または設置することが確実であると認められること。 

⑵ 当所が企画・運営する「創業塾」を受講していること。 

⑶ 当所会員であること。 

⑷ 既に新たに事業を開始している場合は、事業開始後１年未満であること。 

⑸ 原則３年以上継続して営業、運営する事業計画を有すること。 

⑹ ホームページ及び動画作成の広告宣伝費を補助対象として、創業支援に係る国・県・

市、その他支援団体等の補助金の交付を受けていないこと。 

⑺ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業者でないこと。 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、当所が適当でないと認める事業の事業者ではないこと。 

 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下、補助対象経費という。）及び補助金の額

は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 補助対象経費は、広告宣伝費（ホームページ及び動画作成費用に限る。）とする。 

⑵ 補助金の額は、補助対象経費（消費税及び地方消費税を除く。）の合計額とし、上限を

200,000円とする。(補助対象経費は1,000円未満切り捨て。) 

 



（補助金の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする創業者（以下、申請者という。）は、創業者向け広

報活動支援補助金交付申請書(様式第１号)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとす

る。なお、当該交付申請書（様式第１号）の提出期限は、開業日（事業を開始した日。）か

ら起算して１年以内とする。 

⑴ 開業届の写し（申請者が個人事業主である場合） 

⑵ 登記事項証明書の写し（申請者が法人を設立している場合） 

⑶ 領収書、内訳明細書その他の補助対象経費の支払を証明する書類の写し 

⑷ 補助対象経費にかかる製作物の写し（ホームページ画面のコピー等） 

⑸ その他、当所が必要と認める書類 

 
 

（交付の決定） 

第６条 前条の申請があったときは、当所において書類審査を行い、補助金の交付の可否を

決定し、創業者向け広報活動支援補助金交付決定通知書(様式第２号)によりその結果を申請

者に通知する。 

 

（補助金の請求） 

第７条 交付決定を受けた者（以下、交付決定者という。）は、補助金の交付を受けようと

するときは、創業者向け広報活動支援補助金交付請求書（様式第３号）を提出しなければな

らない。 

 

（決定の取消し等） 

第８条 交付決定者が次のいずれかに該当するときは、当所は、交付決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ この要綱の定める条件に違反したとき、又は当所の指示に従わなかったとき。 

２ 当所より補助金の全部又は一部の返還を命ぜられたときは、交付決定者は、当該補助金

の全額を返還しなければならない。 

 

（交付決定の実績報告） 

第９条 補助金の交付を決定した場合は、直後に開催される常議員会において交付決定者、

交付金額等に関する報告を行う。 

 
 
（補助金の返還） 

第１０条 交付決定者が正当な理由なく補助金交付後１年以内に事業を停止した場合、当所

は、交付済み補助金の相当額の返還を交付決定者に対し請求することができる。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。 

 
 
 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年７月４日から施行する。 


